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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内機と室外機とを備え、前記室内機と前記室外機とが、電源線、共通線、及び信号線
の３芯により接続され、前記室外機又は前記室内機の何れかに供給された商用電源からの
電力を、前記電源線及び共通線を介して他方へ給電する空気調和機であって、
　前記室外機は、
　前記商用電源と室外制御部用の第１の室外整流部との接続を開閉する第１の電源供給リ
レーと、
　前記商用電源とインバータ回路用の第２の室外整流部との接続を開閉する第２の電源供
給リレーと、
　を備え、
　インバータ回路用ノイズフィルターを前記第２の電源供給リレーより前記第２の室外整
流部側に配置する、
　ことを特徴とする空気調和機。
【請求項２】
　前記室内機は、
　前記電源線と前記信号線との接続を開閉する室外起動リレーと、
　前記室外起動リレーを動作させ、前記信号線と前記共通線との間に前記商用電源を供給
する室内制御部と、
　を備え、
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　前記室外機は、
　前記信号線と前記共通線との間に前記商用電源が供給されたとき、前記第１の電源供給
リレーを閉じる電源供給リレー制御部、
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の空気調和機。
【請求項３】
　前記室外機は、
　前記第２の電源供給リレーを動作させ、インバータ回路に対する前記商用電源の供給を
制御する室外制御部、
　を備えることを特徴とする請求項２に記載の空気調和機。
【請求項４】
　前記室外機は、
　前記電源供給リレー制御部への通電を遮断する電源供給遮断リレー、
　を備え、
　前記室外機の前記第１の電源供給リレーは、
　第１の突入電流防止抵抗と直列に接続し、前記電源供給リレー制御部の通電により動作
する第１の突入電流防止リレーと、
　前記第１の突入電流防止抵抗および前記第１の突入電流防止リレーと並列に接続され、
前記室外制御部の制御により動作する第１の室外リレーと、
　を備え、
　前記室外制御部は、前記第１の突入電流防止リレーの接点が閉じられた後、前記第１の
室外リレーの接点を閉じ、前記電源供給遮断リレーを動作させて接点を開き、前記電源供
給リレー制御部への通電を遮断する、
　ことを特徴とする請求項３に記載の空気調和機。
【請求項５】
　前記室外機の前記第２の電源供給リレーは、
　第２の突入電流防止抵抗と直列に接続し、前記室外制御部の制御により動作する第２の
突入電流防止リレーと、
　前記第２の突入電流防止抵抗および前記第２の突入電流防止リレーと並列に接続され、
前記室外制御部の制御により動作する第２の室外リレーと、
　を備え、
　前記室外制御部は、前記第１の室外リレーによる通電後、前記第２の突入電流防止リレ
ーおよび前記第２の室外リレーの動作を制御する、
　ことを特徴とする請求項４に記載の空気調和機。
【請求項６】
　前記室内機を複数備える場合に、
　前記室外機は、前記複数の室内機の数だけ、
　各室内機に対して、前記信号線と前記共通線との間に配置され、当該信号線から当該共
通線への通電を遮断する電源供給遮断リレーと、
　前記信号線から前記共通線への通電を行う整流器と、
　前記室内機との通信を行う室外通信回路部と、
　を備え、
　前記電源供給遮断リレーは前記整流器を介して前記電源供給リレー制御部と接続する、
　ことを特徴とする請求項２～５のいずれか１つに記載の空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、空気調和機では、運転待機時においても常時室内機と室外機が通信しており、室
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内機と室外機の電力が消費されていた。そのため、下記特許文献１では、運転待機時に室
外起動リレーにより電源線と信号線を開放することで、信号線と共通線の間に商用電源を
供給させないことで待機電力を低減する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２４３０５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来の技術によれば、室内機と室外機が通信を行っている場合に、
室外機のノイズフィルターで無効電力を消費している、という問題があった。また、ノイ
ズフィルターの位置によっては通信を行っていない運転待機時においても無効電力を消費
している、という問題があった。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、室内機が運転中に室外機が待機中とな
る場合に室外機で消費される無効電力を削減可能な空気調和機を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、室内機と室外機とを備え、
前記室内機と前記室外機とが、電源線、共通線、及び信号線の３芯により接続され、前記
室外機又は前記室内機の何れかに供給された商用電源からの電力を、前記電源線及び共通
線を介して他方へ給電する空気調和機であって、前記室外機は、前記商用電源と室外制御
部用の第１の室外整流部との接続を開閉する第１の電源供給リレーと、前記商用電源とイ
ンバータ回路用の第２の室外整流部との接続を開閉する第２の電源供給リレーと、を備え
、インバータ回路用ノイズフィルターを前記第２の電源供給リレーより前記第２の室外整
流部側に配置する、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、室内機が運転中に室外機が待機中となる場合に室外機で消費される無
効電力を削減できる、という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、空気調和機の待機時の電装系統ブロック図である。
【図２】図２は、空気調和機の室内機が１台起動時の電装系統ブロック図である。
【図３】図３は、空気調和機の室内機が１台運転時の電装系統ブロック図である。
【図４】図４は、室内機の動作を示すフローチャートである。
【図５】図５は、室外機の動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本発明にかかる空気調和機の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。な
お、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
【００１０】
実施の形態．
　図１は、本実施の形態における空気調和機の電装系統ブロック図である。
　図１で示すように、本実施の形態では、空気調和機１は、室内機を複数備える。
　以下、室内機Ａ２及びＢ３の２台を設けた場合について説明する。
　なお、室内機の台数はこれに限らず、２台以上であってもよい。
【００１１】
　室内機Ａ２及びＢ３と、室外機４は、それぞれ電源線１４、電源信号共通線１５、及び
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信号線１６より接続される。
　室外機４の室外端子台３７には、室内機Ａ２及びＢ３に対応して、それぞれ端子Ｓ１，
Ｓ２，Ｓ３を備えている。
【００１２】
　室外機４の室外端子台３７の端子Ｌ，Ｎには、商用電源１３が接続される。
　室外端子台３７の端子Ｌは、当該室外端子台３７の端子Ｓ１と接続される。
　室外端子台３７の端子Ｎは、当該室外端子台３７の端子Ｓ２と接続される。
　これにより、室外端子台３７の端子Ｌ，Ｎに供給された商用電源１３からの電力が、室
外端子台３７の端子Ｓ１，Ｓ２から、電源線１４、及び電源信号共通線１５を介して、室
内機Ａ２及びＢ３の室内端子台３６の端子Ｓ１，Ｓ２に供給される。
【００１３】
　また、室外機４は、接続される室内機の数に応じて室外通信回路部３１を備えている。
　各室外通信回路部３１は、それぞれ一端が通信回路電源部３０に接続され、他端が当該
室外通信回路部３１に対応する室内機の信号線１６が接続される端子Ｓ３に接続される。
【００１４】
　また、室外機４は、接続される室内機の数に応じてダイオード３３及び電源供給遮断リ
レー（ここでは電源供給遮断リレーＡ３４及びＢ３５）を備えている。
　各電源供給遮断リレーＡ３４及びＢ３５は、それぞれ、一端がダイオード３３を介して
突入電流防止リレーコイル３２に接続され、他端が当該室外通信回路部３１に対応する室
内機の信号線１６が接続される端子Ｓ３に接続される。
　ダイオード３３を介すことで、動作している室内機から、運転待機している室内機に電
圧がかかるなどの、他の室内機に対する影響を防止することができる。これにより、空気
調和機１では、室内機が複数接続されている場合においても、安全に待機電力を低減する
ことができる。
【００１５】
　室内機Ａ２及びＢ３は、室内整流部５、室内制御部６、室内通信回路部７、受電方式デ
ータ部８、受信部９、室外電源供給ライン１１、及び室外起動リレー１２を備える。
【００１６】
　室内整流部５は、室内端子台３６の端子Ｓ１，Ｓ２に接続される。室内整流部５は、交
流電圧を任意の直流電圧に変換し、室内制御部６へ供給する。
【００１７】
　室内通信回路部７は、室内端子台３６の端子Ｓ２，Ｓ３に接続される。室内通信回路部
７は、信号線１６及び電源信号共通線１５を介して、室外機４の室外通信回路部３１（後
述）との間で通信を行う。
【００１８】
　受電方式データ部８は、室内制御部６と接続される。受電方式データ部８は、例えば記
憶装置、又はスイッチ（図示せず）など、切り替え可能な手段を構成しており、電源立ち
上げ時にスイッチのＯＮ／ＯＦＦを認識することで、室内受電方式、及び室外受電方式を
識別する情報が記憶される。
　また、受電方式データ部８には、当該室内機Ａ２及びＢ３に接続された室外機４が、室
外リレーＡ２１及びＢ２２（後述）及び突入電流防止リレーＡ１７及びＢ１８（後述）を
有し、運転待機時の待機電力を削減できる室外機４であるか否かを識別する情報（以下「
待機電力対応情報」という）が記憶される。
【００１９】
　受信部９は、室内制御部６と接続される。受信部９は、リモコン１０からの信号を受信
し、室内制御部６へ当該信号を送る。
【００２０】
　室内制御部６は、室外起動リレー１２を動作させる。また、室内制御部６は、室内通信
回路部７を動作させ、室外機４との間で各種運転信号等を送受信する。
【００２１】
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　室外電源供給ライン１１は、一端が室内端子台３６の端子Ｓ１に接続され、他端が室外
起動リレー１２に接続される。
【００２２】
　室外起動リレー１２は、室内端子台３６の端子Ｓ３と室内通信回路部７との接続、又は
室内端子台３６の端子Ｓ３と室外電源供給ライン１１との接続を切り替える。
　即ち、室外起動リレー１２は、電源線１４と信号線１６との接続を開閉する。この室外
起動リレー１２が動作したとき、信号線１６と電源信号共通線１５との間に商用電源１３
からの電力が供給される。
　室外起動リレー１２は、定常時、室内端子台３６の端子Ｓ３と室内通信回路部７とを接
続し、室内制御部６からの動作により、室内端子台３６の端子Ｓ３と室内通信回路部７と
の接続を開放し、室内端子台３６の端子Ｓ３と室外電源供給ライン１１とを接続する。
【００２３】
　なお、図示していないが、室内機Ａ２及びＢ３には、機械系統として室内熱交換器、室
内ファン、センサー、表示などが設けられている。
【００２４】
　室外機４は、突入電流防止リレーＡ１７及びＢ１８、突入電流防止抵抗Ａ１９及びＢ２
０、室外リレーＡ２１及びＢ２２、ノイズフィルター２３、室外整流部Ａ２４及びＢ２５
、コンデンサＡ２６及びＢ２７、インバータ回路２８、室外制御部２９、通信回路電源部
３０、室外通信回路部３１、突入電流防止リレーコイル３２、ダイオード３３、並びに電
源供給遮断リレーＡ３４及びＢ３５を備える。
【００２５】
　突入電流防止リレーＡ１７は、一端が室外端子台３７の端子Ｌに接続され、他端が突入
電流防止抵抗Ａ１９を介してノイズフィルター２３に接続される。突入電流防止リレーＡ
１７は、室外リレーＡ２１と並列に設けられる。
　突入電流防止リレーＡ１７は、運転待機時、接点を開いており（ノーマルオープン）、
室外制御部２９からの動作により、接点を閉じる。突入電流防止抵抗Ａ１９と室外端子台
３７の端子Ｌとの間を短絡する。
【００２６】
　突入電流防止リレーＢ１８は、一端が室外端子台３７の端子Ｌに接続され、他端が突入
電流防止抵抗Ｂ２０を介して室外整流部Ｂ２５に接続される。突入電流防止リレーＢ１８
は、室外リレーＢ２２と並列に設けられる。
　突入電流防止リレーＢ１８は、運転待機時、接点を開いており（ノーマルオープン）、
突入電流防止リレーコイル３２が通電されると、接点を閉じて（以下「短絡」ともいう）
、突入電流防止抵抗Ｂ２０を介して室外整流部Ｂ２５と室外端子台３７の端子Ｌとの間を
短絡する。
　即ち、突入電流防止リレーコイル３２は、信号線１６と電源信号共通線１５との間に商
用電源１３の電力が供給されたとき、突入電流防止リレーＢ１８を閉じる。
【００２７】
　突入電流防止抵抗Ａ１９は、室外リレーＡ２１と並列に設けられる。突入電流防止抵抗
Ａ１９は、一端が、突入電流防止リレーＡ１７を介して室外端子台３７の端子Ｌに接続さ
れる。また、他端がノイズフィルター２３に接続される。
　突入電流防止抵抗Ａ１９は、コンデンサＡ２６への突入電流を抑制するものである。
【００２８】
　突入電流防止抵抗Ｂ２０は、室外リレーＢ２２と並列に設けられる。突入電流防止抵抗
Ｂ２０は、一端が、突入電流防止リレーＢ１８を介して室外端子台３７の端子Ｌに接続さ
れる。また、他端が室外整流部Ｂ２５に接続される。
　突入電流防止抵抗Ｂ２０は、コンデンサＢ２７への突入電流を抑制するものである。
【００２９】
　室外リレーＡ２１は、一端が室外端子台３７の端子Ｌに接続され、他端がノイズフィル
ター２３に接続される。
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　室外リレーＡ２１は、運転待機時、接点を開いており（ノーマルオープン）、室外制御
部２９からの動作により、接点を閉じる。
【００３０】
　室外リレーＢ２２は、一端が室外端子台３７の端子Ｌに接続され、他端が室外整流部Ｂ
２５に接続される。
　室外リレーＢ２２は、運転待機時、接点を開いており（ノーマルオープン）、室外制御
部２９からの動作により、接点を閉じる。
【００３１】
　ノイズフィルター２３は、突入電流防止リレーＡ１７及び突入電流防止抵抗Ａ１９、又
は室外リレーＡ２１を介して、室外端子台３７の端子Ｌと接続される。また、ノイズフィ
ルター２３は、室外端子台３７の端子Ｎと接続される。
【００３２】
　室外整流部Ａ２４は、突入電流防止リレーＡ１７及び突入電流防止抵抗Ａ１９、又は室
外リレーＡ２１、さらにノイズフィルター２３を介して、室外端子台３７の端子Ｌと接続
される。また、室外整流部Ａ２４は、ノイズフィルター２３を介して、室外端子台３７の
端子Ｎと接続される。
　室外整流部Ａ２４は、商用電源１３から供給される交流電圧を、任意の直流電圧に変換
し、コンデンサＡ２６及びインバータ回路２８へ供給する。
【００３３】
　室外整流部Ｂ２５は、突入電流防止リレーＢ１８及び突入電流防止抵抗Ｂ２０、又は室
外リレーＢ２２を介して、室外端子台３７の端子Ｌと接続される。また、室外整流部Ｂ２
５は、室外端子台３７の端子Ｎと接続される。
　室外整流部Ｂ２５は、商用電源１３から供給される交流電圧を、任意の直流電圧に変換
し、コンデンサＢ２７及び室外制御部２９へ供給する。
【００３４】
　コンデンサＡ２６は、室外整流部Ａ２４の出力間に設けられ、室外整流部Ａ２４の出力
を平滑化して、インバータ回路２８に直流電圧を供給する。
【００３５】
　コンデンサＢ２７は、室外整流部Ｂ２５の出力間に設けられ、室外整流部Ｂ２５の出力
を平滑化して、室外制御部２９に直流電圧を供給する。
【００３６】
　インバータ回路２８は、供給された直流電圧を、任意周波数、任意電圧の交流電圧に変
換する。なお、インバータ回路２８には、例えば、モータなどが接続され、室外機４に設
けられた圧縮機等を駆動する。
【００３７】
　室外制御部２９は、室外リレーＢ２２、及び電源供給遮断リレーＡ３４，Ｂ３５を動作
させる。また、室外制御部２９は、室外通信回路部３１を動作させ、室内機Ａ２及びＢ３
との間で各種運転信号等を送受信する。
　また、室外制御部２９は、突入電流防止リレーＡ１７、室外リレーＡ２１及びインバー
タ回路２８を制御する。
【００３８】
　通信回路電源部３０は、一端が、室外リレーＢ２２と室外整流部Ｂ２５との間に接続さ
れ、突入電流防止リレーＢ１８及び突入電流防止抵抗Ｂ２０、又は室外リレーＢ２２を介
して、室外端子台３７の端子Ｌと接続される。また、他端が室外端子台３７の端子Ｓ２に
接続される。
　通信回路電源部３０は、商用電源１３から供給された交流電圧を、任意の直流電圧に変
換して室外通信回路部３１へ供給する。通信回路電源部３０は、例えば半波整流回路によ
り構成される。
【００３９】
　室外通信回路部３１は、一端が室外端子台３７の端子Ｓ３に接続され、他端が通信回路
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電源部３０に接続される。また、室外通信回路部３１は、信号線１６及び電源信号共通線
１５を介して、室内機Ａ２及びＢ３の室内通信回路部７との間で通信を行う。
【００４０】
　突入電流防止リレーコイル３２は、一端が室外端子台３７の端子Ｓ２に接続され、他端
がダイオード３３、電源供給遮断リレーＡ３４（又はＢ３５）を介して、室外端子台３７
の端子Ｓ３に接続される。
　突入電流防止リレーコイル３２は、通電すると、突入電流防止リレーＢ１８の接点を閉
じる。
【００４１】
　ダイオード３３は、一端が突入電流防止リレーコイル３２と接続され、他端が電源供給
遮断リレーＡ３４及びＢ３５に接続される。
　ダイオード３３は、動作している室内機から運転待機している室内機に電圧がかかるこ
とを防止する。
【００４２】
　電源供給遮断リレーＡ３４及びＢ３５は、一端がダイオード３３を介して突入電流防止
リレーコイル３２に接続され、他端が室外端子台３７の端子Ｓ３に接続される。
　電源供給遮断リレーＡ３４及びＢ３５は、運転待機時、接点を閉じており（ノーマルク
ローズ）、室外制御部２９からの動作により、接点を開放して突入電流防止リレーコイル
３２への通電を遮断する。
【００４３】
　なお、図示していないが、室外機４には、機械系統として室外熱交換器、室外ファンセ
ンサー、電磁膨張弁、冷媒切り替え弁、圧縮機が設けられている。
【００４４】
　なお、電源信号共通線１５は、この発明における「共通線」に相当する。
　なお、突入電流防止リレーＢ１８及び室外リレーＢ２２は、この発明における「第１の
電源供給リレー」に相当する。
　また、突入電流防止リレーＢ１８及び室外リレーＢ２２は、それぞれ、この発明におけ
る「第１の突入電流防止リレー」、「第１の室外リレー」に相当する。
　なお、突入電流防止リレーＡ１７及び室外リレーＡ２１は、この発明における「第２の
電源供給リレー」に相当する。
　また、突入電流防止リレーＡ１７及び室外リレーＡ２１は、それぞれ、この発明におけ
る「第２の突入電流防止リレー」、「第２の室外リレー」に相当する。
　なお、突入電流防止リレーコイル３２は、この発明における「電源供給リレー制御部」
に相当する。
　なお、ダイオード３３は、この発明における「整流器」に相当する。
【００４５】
　以上、空気調和機１の構成について説明した。
　次に、空気調和機１の動作について説明する。
【００４６】
　＜動作＞
　まず、空気調和機１の運転待機時における電力の供給について説明する。
【００４７】
　室内機Ａ２及びＢ３の室内端子台３６の端子Ｓ１，Ｓ２には、室外端子台３７の端子Ｌ
，Ｎに供給された商用電源１３からの電力が、室外端子台３７の端子Ｓ１，Ｓ２から、電
源線１４及び電源信号共通線１５を介して供給される。
　そして、各室内整流部５には、室内端子台３６の端子Ｓ１，Ｓ２に供給された商用電源
１３の電力が入力される。
　室内整流部５は、入力された交流電圧を任意の直流電圧に変換する。室内整流部５は、
変換した直流電圧を、室内制御部６、及び室内機Ａ２及びＢ３の各構成部に供給する。
【００４８】
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　室内制御部６は、受電方式データ部８に記憶されたデータに基づき、当該空気調和機１
が、室内受電方式、又は室外受電方式の何れであるかを判断し、室外受電方式であると判
断したときは、室外起動リレー１２の制御を有効とする。
　また、室内制御部６は、受電方式データ部８に記憶された待機電力対応情報に基づき、
当該室内機Ａ２及びＢ３に接続された室外機４が、運転待機時の待機電力を削減できる室
外機４であるか否かを判断する。
【００４９】
　室外起動リレー１２は、定常時、室内通信回路部７と室内端子台３６の端子Ｓ３及び室
外通信回路部３１とを接続する。
　これにより、各室内通信回路部７は、信号線１６を介して室外機４と接続され、室外機
４に対して通信可能な状態となる。
　またこのとき、室内制御部６は、リモコン１０から送信され受信部９を介して受信する
運転開始要求信号の受信待機状態になる。
【００５０】
　室外機４の突入電流防止リレーＡ１７及びＢ１８並びに、室外リレーＡ２１及びＢ２２
は、運転待機時、接点を開いている。
　またこのとき、室内機Ａ２及びＢ３の各室外起動リレー１２は、室内端子台３６の端子
Ｓ３と室外電源供給ライン１１との接続を開放している。
　よって、室外端子台３７の端子Ｓ２、Ｓ３との間には、商用電源１３からの電力は供給
されておらず、突入電流防止リレーコイル３２は非通電状態である。
　従って、室外機４の、室外端子台３７の端子Ｌ，Ｎに、商用電源１３が供給されても、
突入電流防止リレーＡ１７及びＢ１８並びに、室外リレーＡ２１及びＢ２２が開放状態と
なる。
　このため、運転待機時においては、突入電流防止リレーＡ１７及びＢ１８並びに、室外
リレーＡ２１及びＢ２２の下流に接続された各構成部への電源供給が遮断され、運転待機
時に室外機４が消費する待機電力を低減することが可能となる。
【００５１】
　次に、空気調和機１の室外機の起動時及び運転中の動作について説明する。
【００５２】
　図２は、空気調和機の室内機が１台起動時の電装系統ブロック図である。
　図３は、空気調和機の室内機が１台運転時の電装系統ブロック図である。
　以下、室内機Ａ２だけに、リモコン１０から運転開始要求が送信された場合に、室外機
４を起動する動作について説明する。
【００５３】
　リモコン１０から室内機Ａ２に運転開始要求が送信されると、室内機Ａ２の室内制御部
６は、受信部９を介し、当該運転開始要求を受信する。
　まず、室内機Ａ２の動作を説明する。図４は、室内機の動作を示すフローチャートであ
る。また、図５は、室外機の動作を示すフローチャートである。フローチャートの各ステ
ップに基づき説明する。
【００５４】
　（ＳＴＥＰ１）
　室内制御部６は、受信部９を介し、リモコン１０から運転開始要求を受信する。
【００５５】
　（ＳＴＥＰ２）
　室内制御部６は、受電方式データ部８の情報を参照し、受電方式データ部８からのデー
タが、室外受電方式の場合、室内通信回路部７を動作させて、室外機４との通信を開始さ
せる。
【００５６】
　（ＳＴＥＰ３）
　室内制御部６は、室内通信回路部７と室外機４の室外通信回路部３１との通信が確立で
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きたか否かを判断する。
　室内通信回路部７と室外機４との通信が確立できた場合は、ＳＴＥＰ９へ進む。
【００５７】
　（ＳＴＥＰ４）
　一方、ＳＴＥＰ３にて、室内通信回路部３１と室外機４との通信が確立できなかった場
合、室内制御部６は、室外起動リレー１２を動作（ＯＮ）させ、室内端子台３６の端子Ｓ
３と室内通信回路部７との接続を開放し、室内端子台３６の端子Ｓ３と室外電源供給ライ
ン１１とを接続する。
　これにより、信号線１６と電源信号共通線１５との間に商用電源１３からの電力が供給
される。
【００５８】
（ＳＴＥＰ５）
　室内制御部６は、室外起動リレー１２を所定時間動作させる（図２参照）。
　この所定時間は、例えば、室外機４のコンデンサＢ２７に電荷が充電される時間（ｎ秒
）に設定する。なお、所定時間はこれに限るものではない。
【００５９】
　（ＳＴＥＰ６）
　室内制御部６は、室外起動リレー１２を所定時間動作させた後、当該室外起動リレー１
２の動作を停止（ＯＦＦ）させ、室内端子台３６の端子Ｓ３と室内通信回路部７とを接続
し、室内端子台３６の端子Ｓ３と室外電源供給ライン１１との接続を開放する。
【００６０】
　（ＳＴＥＰ７）
　室内制御部６は、室内通信回路部７を動作させて、室外機４との通信を開始させる。
　そして、室内制御部６は、再度、室内通信回路部７と室外機３の室外通信回路部１４と
の通信が確立できたか否かを判断する。
【００６１】
　（ＳＴＥＰ８）
　室内通信回路部７と室外機４との通信が確立できた場合、室内通信回路部７は、室外機
４の室外通信回路部３１との通信を開始する。
【００６２】
　（ＳＴＥＰ９）
　室内制御部６は、室内通信回路部７を介して室外機４と通信を行い、当該空気調和機１
を冷房運転、又は暖房運転させる。
【００６３】
　（ＳＴＥＰ１０）
　一方、ＳＴＥＰ７にて、室内通信回路部７と室外機４との通信が確立できなかった場合
、室内制御部６は、再度、室内通信回路部７を動作させて、室外機４との通信を開始させ
る。
　そして、室内制御部６は、所定時間の間（ｎ秒）に、室内通信回路部７と室外機４との
通信が確立できたか否かを判断する。
【００６４】
　（ＳＴＥＰ１１）
　ＳＴＥＰ１０にて、ｎ秒間経過するまでに室内通信回路部７と室外機４との通信が確立
できない場合、室内制御部６は、通信異常と判断する。
【００６５】
　次に、室外機４の動作を図２及び図３を参照しながら説明する。
【００６６】
　（ＳＴＥＰ１２）
　室内機Ａ２の室外起動リレー１２がＯＮされ、信号線１６と電源信号共通線１５との間
に商用電源１３からの電力が供給されると、室外機４の室外端子台３７の端子Ｓ２とＳ３



(10) JP 5984732 B2 2016.9.6

10

20

30

40

50

の間に商用電源１３からの電力が供給される。
【００６７】
　（ＳＴＥＰ１３）
　室外端子台３７の端子Ｓ２とＳ３の間に商用電源１３からの電力が供給されると、突入
電流防止リレーコイル３２は、電源供給遮断リレーＡ３４を介して通電され、突入電流防
止リレーＢ１８を短絡する（図２参照）。
　突入電流防止リレーＢ１８が短絡されると、室外端子台３７の端子Ｌ，Ｎに供給された
商用電源１３が、突入電流防止抵抗Ｂ２０を介して、室外整流部Ｂ２５へ供給される。
　室外整流部Ｂ２５は、商用電源１３から供給される交流電圧を、任意の直流電圧に変換
し、コンデンサＢ２７、室外制御部２９及び通信回路電源部３０へ供給する。
　通信回路電源部３０は、商用電源１３から供給された交流電圧を、任意の直流電圧に変
換して室外通信回路部３１へ供給する。
【００６８】
　（ＳＴＥＰ１４）
　室外制御部２９は、室外整流部Ｂ２５より直流電源が供給されると、室外リレーＢ２２
を短絡させる。
【００６９】
　（ＳＴＥＰ１５）
　次に、室外制御部２９は、電源供給遮断リレーＡ３４を動作させて接点を開放させる。
【００７０】
　（ＳＴＥＰ１６）
　電源供給遮断リレーＡ３４が開放されると、突入電流防止リレーコイル３２は、非通電
となり、突入電流防止リレーＢ１８を開放させる（図３参照）。
　これにより室外機４の運転中においては、室外端子台３７の端子Ｓ２，Ｓ３間の短絡を
防ぐことができ、室内通信回路部７と室外通信回路部３１との通信が可能な状態となる。
【００７１】
　（ＳＴＥＰ１７）
　次に、室外制御部２９は、全ての室外通信回路部３１を動作させて、室内機Ａ２又はＢ
３との通信を開始させる。
　各室外通信回路部３１は、電源信号共通線１５と信号線１６を介して、対応する室内機
の室内通信回路部７との通信を開始する。
【００７２】
　（ＳＴＥＰ１８）
　室外制御部２９は、各室外通信回路部３１と、対応する室内機の室内通信回路部７との
通信が確立できたか否かを判断する。
　室外制御部２９は、室内機Ａ２又はＢ３の何れかの室内通信回路部７との通信が確立す
るまで、ＳＴＥＰ１７を繰り返す。
【００７３】
　（ＳＴＥＰ１９）
　ここでは、室内機Ａ２の室内通信回路部７が動作しているので、室外通信回路部３１と
、室内機Ａ２の室内通信回路部７との通信が確立できたとする。
　この場合、室外機４は室内機Ａ２との通信を開始する。
【００７４】
　（ＳＴＥＰ２０）
　室外制御部２９は、突入電流防止リレーＡ１７を動作させて、短絡させる。
　この動作条件は、室外機４に設けられている圧縮機を動作させるタイミングに設定する
。なお、動作条件はこれに限るものではない。
　突入電流防止リレーＡ１７が短絡されると、室外端子台３７の端子Ｌ，Ｎに供給された
商用電源１３が、突入電流防止抵抗Ａ１９を介してノイズフィルター２３へ供給される。
　ノイズフィルター２３は、商用電源１３から供給される交流電圧に含まれるノイズを削
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除し、室外整流部Ａ２４に交流電圧を供給する。
　室外整流部Ａ２４は、ノイズフィルター２３でノイズを削除された交流電圧を、任意の
直流電圧に変換し、コンデンサＡ２６及びインバータ回路２８へ供給する。
【００７５】
　（ＳＴＥＰ２１）
　室外制御部２９は、室外リレーＡ２１を動作させて、短絡させる。
　この動作条件は、コンデンサＡ２６に一定の電荷が充電されたタイミングに設定する。
　なお、動作条件はこれに限るものではない。これにより、コンデンサＡ２６に突入電流
が流れるのを防ぐことができる。
【００７６】
　（ＳＴＥＰ２２）
　室外制御部２９は、突入電流防止リレーＡ１７を所定時間動作させる。
　この所定時間は、例えば、室外機４のコンデンサＡ２６に電荷が充電される時間（ｎ秒
）に設定する。なお、所定時間はこれに限るものではない。
【００７７】
　（ＳＴＥＰ２３）
　室外制御部２９は、突入電流防止リレーＡ１７を所定時間動作させた後、当該突入電流
防止リレーＡ１７の接点を開放させる。
【００７８】
　（ＳＴＥＰ２４）
　室外制御部２９は、室外通信回路部３１を介して室内機Ａ２と通信を行い、当該空気調
和機１を冷房運転、又は暖房運転させる。
【００７９】
　次に、室内機Ａ２及び室外機４が運転中において、室内機Ｂ３に対して、リモコン１０
から運転開始要求が送信された場合の動作について説明する。
【００８０】
　リモコン１０から室内機Ｂ３に運転開始要求が送信されると、室内機Ｂ３の室内制御部
６は、受信部９を介し、当該運転開始要求を受信する。
　以降、上記フローチャートのＳＴＥＰ１～ＳＴＥＰ３と同様の動作により、室内機Ｂ３
の室内通信回路部７と室外機４との通信確立を行う。
【００８１】
　ここでは、上記の動作により、すでに、室外機４は運転中であり、室内機Ｂ３と接続さ
れる室外通信回路部３１は通信確立を繰り返しているため、室内機Ｂ３と室外機４とは、
通信確立ができる。
　よって、上述したフローチャートのＳＴＥＰ３、及びＳＴＥＰ９と同様の動作により、
室内機Ｂ３の室内制御部６は、室内通信回路部７を介して室外機４と通信を行い、当該空
気調和機１を冷房運転、又は暖房運転させる。
【００８２】
　次に、空気調和機１を運転待機状態へ移行する動作について説明する。
【００８３】
　上述の動作と同様に、各室内制御部６は、受信部９を介し、リモコン１０からの運転待
機信号を受信する。
　室外機４の室外制御部２９は、各室外通信回路部３１を介して、運転待機信号を受信す
る。
　室外制御部２９は、全ての室内機から、運転待機信号を受信すると、室外リレーＡ２１
及びＢ２２を動作させて、接点を開放させる。
【００８４】
　これにより、室外端子台３７の端子Ｌ，Ｎから、ノイズフィルター２３、室外整流部Ｂ
２７及び通信回路電源部３０に対する商用電源１３からの電力供給は停止され、室外機４
の各構成部への直流電源の供給も停止される。
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　このような動作により、再度、上述した運転待機状態（図１参照）に移行する。
【００８５】
　＜効果＞
　以上のように本実施の形態においては、室内機が複数台である場合にも、運転待機時に
おいては、突入電流防止リレーＡ１７及びＢ１８、並びに室外リレーＡ２１及びＢ２２を
開放状態として、室外機４に対する商用電源１３からの電力供給を遮断する。また、イン
バータ回路２８と室外制御部２９を分離し、突入電流防止リレーＡ１７及び突入電流防止
抵抗Ａ１９、又は室外リレーＡ２１を介して、ノイズフィルター２３を接続することで、
無効電力を抑えることができる。このため、室内機が運転中に室外機４が待機中となる場
合でも、インバータ回路２８と室外制御部２９を分離させることで、インバータ回路２８
用のノイズフィルター２３の線間容量の大きいコンデンサＡ２６を分離できるため、室内
機が運転中に、圧縮機が停止し室外機４が待機中となる場合でもインバータ回路２８用の
ノイズフィルター２３による無効電力の消費を抑えることができる。
【００８６】
　また、室外機４では、インバータ回路２８と室外制御部２９を分離した構成としており
、先に室外制御部２９を立ち上げて、室外制御部２９がインバータ回路２８の動作を制御
する。このように、インテリジェントパワーモジュール（ＩＰＭ）に母線電圧が印加され
る前に、制御電源を立ち上げることでＩＰＭを安全に動作させることができる。
【００８７】
　また、室内機が複数台である場合にも、室外機４では、ダイオード３３を介すことで、
動作している室内機から、運転待機している室内機に電圧がかかることを防止することが
でき、安全に待機電力を低減することができる。
【００８８】
　なお、本実施の形態では、室内機を複数接続する場合について説明したが、これに限定
するものではない。インバータ回路２８用のノイズフィルター２３による無効電力の消費
を抑える効果については、室内機が１つの場合でも、同様の効果を得ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００８９】
　以上のように、本発明にかかる空気調和機は、消費電力の低減に有用であり、特に、待
機時の消費電力の低減に適している。
【符号の説明】
【００９０】
　１　空気調和機、２　室内機Ａ、３　室内機Ｂ、４　室外機、５　室内整流部、６　室
内制御部、７　室内通信回路部、８　受電方式データ部、９　受信部、１０　リモコン、
１１　室外電源供給ライン、１２　室外起動リレー、１３　商用電源、１４　電源線、１
５　電源信号共通線、１６　信号線、１７　突入電流防止リレーＡ、１８　突入電流防止
リレーＢ、１９　突入電流防止抵抗Ａ、２０　突入電流防止抵抗Ｂ、２１　室外リレーＡ
、２２　室外リレーＢ、２３　ノイズフィルター、２４　室外整流部Ａ、２５　室外整流
部Ｂ、２６　コンデンサＡ、２７　コンデンサＢ、２８　インバータ回路、２９　室外制
御部、３０　通信回路電源部、３１　室外通信回路部、３２　突入電流防止リレーコイル
、３３　ダイオード、３４　電源供給遮断リレーＡ、３５　電源供給遮断リレーＢ、３６
　室内端子台、３７　室外端子台。
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